
Ｒ3 年度 児童発達支援 自己評価結果 

令和４年 3月 1日                   事業所名：地域療育センターふれあいなかま 

 チェック項目 はい いいえ 
できていること、工夫してい

る点など 

課題や改善すべき点を踏まえ

た 

改善内容又は改善目標 

環
境
・
体
制
整
備 

① 
利用定員が指導訓練室等スペ

ースとの関係で適切である 
○  

大会議室（サーキット）は福

祉団体等への貸し出しがあり

使用できない日時があります

が、使用すれば定員に対し十

分な広さがあります。 

 

 

 

 

② 職員の配置数は適切である ○  

子どもさんの行動等から、発

達の状態や必要な支援を適切

に見立てられるよう、単独の

療育ではマンツーマンの体制

をとっています。 

親子療育では最大７組の親子

に対し、4 名の職員を配置し

て療育を行っています。また、

親子療育活動後の保護者懇談

では、別途託児の職員を配置

し、保護者が安心して話し合

いができるようにしていま

す。 

 

③ 

生活空間は、本人にわかりやす

く構造化された環境になってい

る。また、障害の特性に応じ、事

業所の設備等は、バリアフリー化

や情報伝達等への配慮が適切

になされている 

○  

 

事業所は２階にありますが、

エレベーターを設置しており

ます。車椅子対応のトイレ、

手すり、点字ブロック等の設

備も整っています。 

ただし、手すりは大人用の高

さであり、危険認知や危険回

避が難しい年齢の子どもさん

が利用されますので、階段の

昇降時をはじめ館内の移動時

は必ず職員が付き添っていま

す。 

 

子どもたちが「すべきことを

わかり」「自分で切り替え」「最

後までやりとげること」がで

きるように、わかりやすく集

中できやすい環境設定をして

います。 

 

④ 

生活空間は、清潔で、心地よく

過ごせる環境になっている。ま

た、子ども達の活動に合わせた

空間となっている 

○  

 

消毒チェック表を作成し、ア

ルコール消毒や掃除の漏れが

ないようにしています。 

アルコール消毒は、午前の療

育（児童発達支援）終了後と

午後の療育（放課後等デイ）

終了後の１日２回行っていま

す。 

 

年齢や障がい特性、活動内容

により、床に座ったり寝転が

ったりして過ごす子どもさん

も多くおられますので、床の

清掃や落下物には特に注意し

ています。 

 

業
務

改
善 

⑤ 
業務改善を進めるためのPDCA

サイクル（目標設定と振り返
〇  

非常勤職員も含め、全員で行

っています。 
 



り）に、広く職員が参画している 

⑥ 

保護者等向け評価表により、保

護者等に対して事業所の評価

を実施するとともに、保護者等の

意向等を把握し、業務改善に

つなげている 

〇  
保護者向けの学習会のニーズ

に対し、就学学習会を毎年開

催しています。 

就学学習会のほかにも、ニー

ズに基づいた内容の学習会の

開催を検討しています。 

⑦ 

事業所向け自己評価表及び保

護者向け評価表の結果を踏ま

え、事業所として自己評価を行 

うとともに、その結果による支援

の質の評価及び改善の内容

を、事業所の会報やホームペー

ジ等で公開している 

○    

⑧ 

第三者による外部評価を行い、

評価結果を業務改善につなげ

ている 

 ○  

現在のところ第三者評価は取

り入れておりませんが、今後

前向きに検討します。 

⑨ 
職員の資質の向上を行うため

に、研修の機会を確保している 
○  

 

オンラインでの実施により、

より多くの研修を受けること

ができるようになりました。

職員それぞれが受けた研修の

内容は、非常勤職員も含め全

員が共有できるようにしてい

ます。 

 

 

適

切

な

支

援

の

提

供 

⑩ 

アセスメントを適切に行い、子ど

もと保護者のニーズや課題を客

観的に分析した上で、児童発

達支援計画を作成している 

○    

⑪ 

子どもの適応行動の状況を図る

ために、標準化されたアセスメン

トツールを使用している 

○  

自立支援協議会で共有した他

事業所のアセスメントツール

やアセスメントに係る研修で

得た情報等を参考に、改良を

続けています。 

 

昨年度より引き続き、感覚統

合のアセスメントとして用い

ているＪＳＩ－Ｒをより活用

し、大型遊具等の有効利用を

すすめていきたいと考えてい

ます。 

 

⑫ 

児童発達支援計画には、児童

発達支援ガイドラインの「児童

発達支援の提供すべき支援」の

「発達支援（本人支援及び移

行支援）」、「家族支援」、「地

域支援」で示す支援内容から

子どもの支援に必要な項目が適

切に選択され、その上で、具体

的な支援内容が設定されている 

〇    

      



⑬ 
児童発達支援計画に沿った支

援が行われている 
○  

Ｒ4.4 月より、連絡帳と実施

記録とを一体化し、取り組み

内容を具体的に記載してお渡

しすることができるようにし

ましたので、支援の内容を都

度ご確認ください。 

 

⑭ 
活動プログラムの立案をチームで

行っている 
○  

 

常勤職員で立案し、打合せ時

に非常勤職員に伝えていま

す。 

 

 

⑮ 
活動プログラムが固定化しない

よう工夫している 
○  

 

１つの取り組みを達成するま

でにかかる時間やどの程度段

階分け（スモールステップに）

する必要があるかは個別に異

なります。細かい段階分けや

繰り返し取り組む必要がある

子どもさんに対しては、あえ

て同じプログラムを継続しま

す。 

段階分けの必要性が低かった

り、同じことの繰り返しでは

モチベーションが下がってし

まうタイプの子どもさんに対

しては、活動に変化を持たせ

るようにしています。 

いずれにしても「子どもさん

が意欲的に取り組めること」

を第一条件にプログラムを考

えています。 

 

 

⑯ 

子どもの状況に応じて、個別活

動と集団活動を適宜組み合わ

せて児童発達支援計画を作成 

している 

○  
ほとんどの子どもさんがバラ

ンスよく両方の機会を持てる

ように設定しています。 

 

⑰ 

支援開始前には職員間で必ず

打合せをし、その日行われる支

援の内容や役割分担について 

確認している 

○    

⑱ 

支援終了後には、その日行われ

た支援の振り返りを行い､気付

いた点等を共有している 

○    

⑲ 

日々の支援に関して記録をとる

ことを徹底し、支援の検証・改

善につなげている 

○  

支援についての疑問点や改善

すべき点などを発言しやすい

職員同士の関係性があるの

で、日頃からよく話し合い、

随時改善に努めています。 

 

⑳ 

定期的にモニタリングを行い、児

童発達支援計画の見直しの必

要性を判断している 

○    

関

係

機

㉑ 

障害児相談支援事業所のサー

ビス担当者会議にその子どもの

状況に精通した最もふさわしい 

○  
児童発達支援管理責任者と直

接支援担当者が出席するよう

にしています。 

 



関

や

保

護

者

と

の

連

携 

者が参画している 

㉒ 

母子保健や子ども・子育て支援

等の関係者や関係機関と連携

した支援を行っている 

○  

荒尾市自立支援懇談会子ども

部会への参画と有明圏域障が

い者と共に生きる協議会子ど

も部会への参加により行って

います。 

 

㉓ 

（医療的ケアが必要な子どもや

重症心身障害のある子ども等を

支援している場合）地域の保

健、医療、障害福祉、保育、教

育等の関係機関と連携した支

援を行っている 

    

㉔ 

（医療的ケアが必要な子どもや

重症心身障害のある子ども等を

支援している場合）子どもの主

治医や協力医療機関等と連絡

体制を整えている 

    

㉕ 

移行支援として、保育所や認定

こども園、幼稚園、特別支援学

校（幼稚部）等との間で、支

援内容等の情報共有と相互理

解を図っている 

○  

担当者会議や保育所等への訪

問、移行支援シート等により

機関間での情報共有を行って

います。 

 

関

係

機

関

や

保

護

者

と

の

連

携 

㉖ 

移行支援として、小学校や特別

支援学校（小学部）との間

で、支援内容等の情報共有と

相互理解を図っている 

〇  
担当者会議や移行支援シート

の提供等により行っていま

す。 

 

㉗ 

他の児童発達支援センターや

児童発達支援事業所、発達障

害者支援センター等の専門機

関と連携し、助言や研修を受け

ている 

〇  
自立支援協議会子ども部会の

行う研修や会議に参加して連

携をとっています。 

 

㉘ 

保育所や認定こども園、幼稚園

等との交流や、障害のない子ど

もと活動する機会がある 

 ○  

ほとんどの方が保育園等と事

業所を併用されているので障

害のない子どもとの交流を持

てている状況ですが、事業所

のみご利用の方に対し、その

機会を提供することができて

いません。どのような交流の

仕方が、本人や保護者にとっ

ていい形なのか、本人や保護

者と一緒に考えながらすすめ

ていきます。 

㉙ 

（自立支援）協議会子ども部

会や地域の子ども・子育て会議

等へ積極的に参加している 

○  

自立支援協議会子ども部会

（共に生きる協議会）に参加

しており、荒尾市自立支援懇

談会子ども部会には参画して

います。 

 



㉚ 

日頃から子どもの状況を保護者

と伝え合い、子どもの発達の状

況や課題について共通理解を 

持っている 

○  

親子療育時に直接話し合う機

会を持つようにしています。

単独療育においては連絡帳を

使用したり、必要に応じて面

談や電話で連絡を取り合い、

情報共有や共通理解を図る機

会としています。 

 

㉛ 

保護者の対応力の向上を図る

観点から、保護者に対して家族

支援プログラム（ペアレント･ト 

レーニング等）の支援を行ってい

る 

○  

月に４回実施している親子療

育時に１時間程度保護者懇談

の時間を持ち、家庭での関わ

りについて話しをしていま

す。スタッフだけでなく、保

護者同士で助言し合ったり共

感し合えるピアカウンセリン

グの機会ともなっています。 

 

保

護

者

へ

の

説

明

責

任

等 

㉜ 
運営規程、利用者負担等につ

いて丁寧な説明を行っている 
○  

契約時に重要事項説明書を用

いて行う口頭での説明と、運

営規程、重要事項説明書の掲

示により行っています。 

内容に変更が生じた時は変更

部分について説明する書面を

作成し、配布しています。 

（人員配置の変更や利用料の

変更など） 

 

㉝ 

児童発達支援ガイドラインの

「児童発達支援の提供すべき

支援」のねらい及び支援内容

と、これに基づき作成された「児

童発達支援計画」を示しながら

支援内容の説明を行い、保護

者から児童発達支援計画の同

意を得ている 

○    

㉞ 

定期的に、保護者からの子育て

の悩み等に対する相談に適切

に応じ、必要な助言と支援を行

っている 

○  

電話等による随時相談も、で

きる限り面談につなげるよう

にしています。顔の見えるコ

ミュニケーションを大事にし

ています。 

 

㉟ 

父母の会の活動を支援したり、

保護者会等を開催する等によ

り、保護者同士の連携を支援し 

ている 

○  

親子療育でつながりを作った

保護者方が「なかママ会」を

立ち上げ、不定期に茶話会を

開催しておられます。保護者

同士のつながりを求めておら

れる方にはご案内させていた

だいています。 

また、育成会や発達障がい児

の親の会（スマイルハート）、

スペシャルオリンピクスなど

既存の団体の情報提供や、参

加にあたっての事前連絡等の

支援をしています。 

 



㊱ 

子どもや保護者からの相談や申

入れについて、対応の体制を整

備するとともに、子どもや保護 

者に周知し、相談や申入れがあ

った場合に迅速かつ適切に対応

している 

○  

保護者へは、契約時に重要事

項説明書に記載されたセンタ

ー内の相談受付窓口、第三者

委員や機関の連絡先について

説明しているほか、親子療育

や送迎時にコミュニケーショ

ンをとり、相談しやすい関係

づくりを心がけています。 

子どもさんへは、マンツーマ

ン体制で単独療育を行うこと

により、注意深く観察して心

身の状態をなるべく正確に推

し測れるようにしたり、個別

に気持ちを聞き取る時間を十

分確保できるようにしていま

す。 

 

㊲ 

定期的に会報等を発行し、活

動概要や行事予定、連絡体制

等の情報を子どもや保護者に対

して発信している 

○  
毎月たよりを発行していま

す。行事予定は別途お知らせ

しています。 

活動概要について記載できる

ようにします。 

㊳ 
個人情報の取扱いに十分注意

している 
○  

荒尾市社会福祉協議会で作成

した「個人情報保護規程」に

基づき個人情報を管理してい

ます。 

 

㊴ 

障害のある子どもや保護者との

意思の疎通や情報伝達のため

の配慮をしている 

○  

 

保護者への説明や連絡の場

合、必要に応じて相談員など

伝達の手助けができる第三者

に同席を依頼したり、口頭で

の説明のみでなく情報の見え

る化に配慮しています。子ど

もさんに対しても同様、視覚

支援ツールなどを用いてやり

取りがしやすいよう工夫した

り、保護者など代弁者となる

人にも意見を求めるようにし

ています。 

また、子どもの状態を注意深

く観察し、気持をくみとるこ

とができるよう、職員をでき

る限り加配しています。 

 

 

㊵ 

事業所の行事に地域住民を招

待する等地域に開かれた事業

運営を図っている 

 ○  

 

コロナの状況を見ながら、地

域住民との交流の機会を検討

していきます。 

 

非

常

時

等

の

㊶ 

緊急時対応マニュアル、防犯マ

ニュアル、感染症対応マニュアル

等を策定し、職員や保護者に 

周知するとともに、発生を想定し

た訓練を実施している 

 〇  
保護者にお渡しできるよう準

備中です。 



○この「事業所における自己評価結果（公表）」は、事業所全体で行った自己評価です。 

対

応 ㊷ 

非常災害の発生に備え、定期

的に避難、救出その他必要な

訓練を行っている 

○  
年に 2 回、避難訓練を行って

います。 
 

㊸ 

事前に、服薬や予防接種、てん

かん発作等のこどもの状況を確

認している 

○  

保護者記載の書面（個人台帳）

をもって、受診の状態や服薬、

てんかん発作等について定期

的に確認しています。また、

医療機関の受診後に随時確認

しています。 

 

㊹ 

食物アレルギーのある子どもにつ

いて、医師の指示書に基づく対

応がされている 

○  

 

保護者記載の書面（個人台帳）

をもって確認し、医師の指示

についても保護者を通して確

認しています。 

 

 

㊺ 
ヒヤリハット事例集を作成して事

業所内で共有している 
○    

㊻ 

虐待を防止するため、職員の研

修機会を確保する等、適切な

対応をしている 

○  

ふれあい福祉センターで策定

した「障がい者虐待防止～職

員用ハンドブック～」「身体拘

束廃止に関する指針」を職員

全員が確認しています。 

 

監視カメラを設置していま

す。 

 

年に２回、センター全体で研

修を行っています。 

 

㊼ 

どのような場合にやむを得ず身

体拘束を行うかについて、組織

的に決定し、子どもや保護者に

事前に十分に説明し了解を得

た上で、児童発達支援計画に

記載している 

○  

「身体拘束廃止に関する指

針」（ふれあい福祉センター策

定）において身体拘束の条件

や対応について決定していま

す。また、日ごろの支援の中

に見直すべきところがない

か、事例検討の形の研修を、

他事業（生活介護）と合同で

行っています。 

 

やむを得ず身体拘束を行う場

合と、療育支援の手だてとし

て一時的に行動制限をかける

場合について計画書に記載

し、説明しています。 

 


